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パン類品質表示基準

制定 平成12年12月19日農林水産省告示第1644号

改正 平成16年10月 7日農林水産省告示第1821号

（趣旨）

第１条 パン類（容器に入れ、又は包装されたものに限る。）の品質に関する表示については、加工

食品品質表示基準（平成１２年３月３１日農林水産省告示第５１３号）に定めるもののほか、この

基準に定めるところによる。

（定義）

第２条 この基準において、次の表の左欄に掲げる用語の定義は、それぞれ同表の右欄に掲げるとお

りとする。

用 語 定 義

パン類 次に掲げるものをいう。

１ 小麦粉又はこれに穀粉類を加えたものを主原料とし、これにイーストを

加えたもの又はこれらに水、食塩、ぶどう等の果実、野菜、卵及びその加

工品、砂糖類、食用油脂、乳及び乳製品等を加えたものを練り合わせ、発

酵させたもの（以下「パン生地」という。）を焼いたものであって、水分

が１０％以上のもの

２ あん、クリーム、ジャム類、食用油脂等をパン生地で包み込み、若しく

は折り込み、又はパン生地の上部に乗せたものを焼いたものであって、焼

かれたパン生地の水分が１０％以上のもの

３ １にあん、ケーキ類、ジャム類、チョコレート、ナッツ、砂糖類、フラ

ワーペースト類及びマーガリン類並びに食用油脂等をクリーム状に加工し

たものを詰め、若しくは挾み込み、又は塗布したもの

食パン パン類の項１又は２に規定するもののうち、パン生地を食パン型（直方体又

は円柱状の焼型をいう。）に入れて焼いたものをいう。

菓子パン パン類の項２に規定するもののうち食パン以外のもの及び同項３に規定する

ものをいう。

その他のパン パン類の項１に規定するものであって、食パン以外のものをいう。

（表示の方法）

第３条 名称、原材料名及び内容量の表示に際しては、製造業者等（加工食品品質表示基準第３条第

１項に規定する製造業者等をいう。）は、次の各号に規定するところによらなければならない。

（１） 名称

加工食品品質表示基準第４条第１項第１号本文の規定にかかわらず、食パンにあっては「食パ

ン」と、菓子パンにあっては「菓子パン」と、その他のパンにあっては「パン」と記載すること

。ただし、その他のパンのうちパン生地を圧延し、これを切断、成形したものを焼いたものにあ

っては、「カットパン」と記載することができる。

（２） 原材料名

加工食品品質表示基準第４条第１項第２号（エを除く。）の規定にかかわらず、使用した原材

料を、原材料に占める重量の割合の多いものから順に、次のア及びイに規定するところにより記

載すること。

ア 食品添加物以外の原材料は、「小麦粉」、「食塩」、「砂糖」、「ショートニング」、「シ

ナモン」等とその最も一般的な名称をもって記載すること。ただし、砂糖その他の砂糖類にあ

っては「砂糖類」又は「糖類」と、シナモンその他の香辛料にあっては「香辛料」と記載する

こができる。

イ 食品添加物は、食品衛生法施行規則（昭和２３年厚生省令第２３号）第２１条第１項第１号

ホ及び第２号、第１１項並びに第１２項の規定に従い記載すること。

（３） 内容量

次に定めるところにより記載すること。

ア 加工食品品質表示基準第４条第１項第３号の規定にかかわらず、内容数量を記載すること。
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ただし、１個のものにあっては、表示を省略することができる。

イ アの規定にかかわらず、その他のパンのうちパン生地を圧延し、これを切断、成形したもの

を焼いたものにあっては、内容重量をグラム又はキログラムの単位で、単位を明記して記載す

ることができる。

附 則（平成１２年農林水産省告示第１６４４号）

この告示は、公布の日から施行する。

附 則（平成１６年農林水産省告示第１８２１号）

この告示は、公布の日から施行する。


